
入札保証金に関する留意事項 

（公共下水道島本１号汚水幹線管更生工事 制限付き一般競争入札） 

 

 

１ 入札保証金の額 

 見積もる契約金額（入札書に記載する金額の１００分の１１０に相当する額）の１００

分の５に相当する額以上を入札保証金とします。 

 

２ 入札保証金の免除 

本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結することにより免除とします。 

また、入札保証保険契約を締結した場合は、入札執行時に保険会社が発行する入札保証

保険証券（開札日から令和８年８月１０日（月）まで有効なもの）を持参してください。 

なお、落札者以外の入札保証保険証券は、落札者決定後に返却します。 

 

３ 入札保証金の納付方法（銀行振込・現金持参） 

入札保証金は、現金持参又は銀行振込で納付してください。 

入札担当課から所定の納付書（様式第４号及び様式第５号）を受け取り、必要事項を記

載し、記名押印（本町の入札参加資格申請に届出の「使用印」を押印）のうえ、入札担当

課で承認を受けてください。 

 （銀行振込） 

銀行振込の場合は、入札担当課に振込先口座を確認の上、令和８年７月１４日（火）ま

でに町に着金するよう振込みしてください。振込にかかる手数料等は振込人負担になり

ます。町に着金したことが確認できましたら、上記の様式第４号を入札担当課からお渡し

します。 

 （現金持参） 

現金を持参する場合は、入札担当課職員付き添いのもと、上記の様式第４号及び様式第

５号と現金、印鑑（上記の「使用印」）を合わせて持参し、役場内会計課で納付してくだ

さい。「使用印」を持参しない場合は、委任状が必要です。現金持参による納付は、令和   

８年７月１４日（火）の正午までに行ってください。 

  

４ 入札保証金の返還 

⑴ 落札者以外の入札保証金について 

 落札者以外の者が納付した入札保証金については、会計課で、返還の手続きを行っ

てください。ただし、入札が保留となった場合は、別途連絡のうえ、返還します。 

  



⑵ 落札者の入札保証金について 

 落札者の入札保証金については、契約が確定した後に返還します。 

⑶ 入札保証金の返還手続き 

銀行振込又は現金持参により納付された入札保証金は、銀行振込により返金します。 

 

５ 入札保証金の帰属 

 落札者が契約の締結に応じない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札

保証金は、地方自治法第２３４条第４項の規定に基づき、島本町に帰属することとなりま

す。 


